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○電気使用制限等規則（平成二十三年経済産業省令第二十八号）

（使用電力量の制限）

第一条 経済産業大臣が指定する地域において一般電気事業者、特定電気事業者又は特定

規模電気事業者（以下「一般電気事業者等」という。）が供給する電気を使用する者で

あって、一の需要設備についての契約電力（電気を使用する者が一般電気事業者等との

契約上使用できる最大電力をいう。次条及び第五条において同じ。）の値が五百キロワ

ット以上であるものは、経済産業大臣が使用電力量を制限する期間として指定する期間

においては、当該需要設備については、経済産業大臣が指定する電力量の限度を超えて

当該一般電気事業者等が供給する電気を使用してはならない。

２ 前項の規定は、上下水道の用に供する需要設備その他の経済産業大臣が指定する需要

設備については、適用しない。

（使用最大電力の制限）

第二条 経済産業大臣が指定する地域において一般電気事業者等が供給する電気を使用す

る者は、経済産業大臣が指定する期間及び時間の範囲内における一の需要設備について

の経済産業大臣が指定する契約電力の値（次条において「指定契約電力」という。）が

五百キロワット以上となる期間及び時間の各一時間においては、当該需要設備について

は、経済産業大臣が指定する電力の値に経済産業大臣が指定する率を乗じて得た電力の

値の限度を超えて当該一般電気事業者等が供給する電気を使用してはならない。

２ 前条第二項の規定は、前項の規定による制限に準用する。

（使用最大電力の制限の特例）

第三条 前条第一項に規定する使用最大電力の制限の対象となる者（同条第二項において

準用する第一条第二項の経済産業大臣が指定する需要設備以外の需要設備を有しないも

のを除く。以下「関係電気使用者」という。）は、前条第一項の規定により使用最大電

力の制限が行われる期間の範囲内の期間及び当該制限が行われる時間において、単独で

又は他の関係電気使用者と共同して、複数の需要設備についての電気の使用を連携させ

て抑制するため、当該抑制をしようとする期間の開始の日から起算して十四日前までに、

次に掲げる事項を記載した様式第一による申請書（以下この条及び第十一条において「電

力共同抑制申請書」という。）を経済産業大臣に提出し、その内容が適当である旨の確

認を受けることができる。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 当該需要設備についての電気の使用を連携させて抑制しようとする期間

三 当該需要設備の概要

四 当該需要設備についての電気の使用を連携させて抑制する旨の説明

五 当該需要設備についての電気の使用を連携させて抑制することにより、満たすこと

が求められる使用電力の合計値に係る基準として、当該需要設備ごとの前条第一項に

規定する経済産業大臣が指定する電力の値及び率を勘案して、経済産業大臣が指定す

る電力の値（以下この条において「指定合計電力」という。）

六 第二号に掲げる期間及び前条第一項の規定により使用最大電力の制限が行われる時

間（以下この条において「特定指定期間等」という。）の各一時間において予定して
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いる当該需要設備ごとの使用電力の値（以下この条において「使用予定電力」という。）

及びその合計値（以下この条において「合計使用予定電力」という。）

２ 経済産業大臣は、前項の規定により提出された電力共同抑制申請書の内容が次の各号

のいずれにも適合することを確認したときは、当該関係電気使用者を指定関係電気使用

者として指定するものとする。

一 当該需要設備のすべてについて、前条第一項に規定する経済産業大臣が指定する地

域における同一の一般電気事業者等の供給区域又は供給地点内に存在し、かつ、特定

指定期間等における指定契約電力が五百キロワット以上であること。

二 特定指定期間等における合計使用予定電力の最大値が、指定合計電力以下であるこ

と。

三 その他電気事業法第二十七条の規定の趣旨に照らして著しく不適当であるとして経

済産業大臣が定める内容でないこと。

３ 指定関係電気使用者は、特定指定期間等の各一時間においては、当該需要設備につい

ては、前条第一項の規定にかかわらず、当該需要設備についての電気の使用を連携させ

て抑制することにより、その使用電力の合計値が指定合計電力以下となる場合を除き、

それぞれの使用電力の値がそれぞれの使用予定電力以下となるように、一般電気事業者

等が供給する電気を使用しなければならない。

４ 指定関係電気使用者は、第二項の確認を受けた電力共同抑制申請書の内容を変更しよ

うとする場合は、その変更を適用しようとする日から起算して十四日前までに、次に掲

げる事項を記載した様式第二による申請書を経済産業大臣に提出し、その内容が適当で

ある旨の確認を受け、指定を受けなければならない。ただし、同項の規定による指定（こ

の項の規定による確認を受けた場合にあっては、その確認後の指定。以下この条及び第

八条において同じ。）を他の関係電気使用者と共同で受けている場合には、当該関係電

気使用者と共同して当該申請書を提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 変更しようとする事項（新旧の対照を明示すること。）

三 変更の理由

５ 指定関係電気使用者は、第二項の規定による指定の取消しを受けようとする場合は、

当該指定の取消しを受けようとする日から起算して七日前までに、様式第三による申請

書を経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、同項の規定による指定を他の関

係電気使用者と共同で受けている場合には、当該関係電気使用者と共同して当該申請書

を提出しなければならない。

６ 経済産業大臣は、指定関係電気使用者から前項の指定の取消しの申請があったときは、

その指定を取り消すものとする。

７ 経済産業大臣は、指定関係電気使用者が虚偽若しくは不正の事実に基づいて確認を受

けた者であることが判明したとき、又は第三項の規定に違反したときは、その指定を取

り消すことができる。

８ 第一項の規定による確認の申請は、第十条第二項の規定による通知の前においても、

行うことができる。

（用途を定めてする使用制限）
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第四条 経済産業大臣が指定する地域において一般電気事業者等が供給する電気を使用す

る者は、経済産業大臣が指定する期間及び時間においては、広告灯、電飾、ネオンサイ

ン、ショウウィンドウ用照明設備又は屋外投光器のうち装飾用、広告用その他これらに

類する用途に使用されるもので経済産業大臣が指定するものの用に当該一般電気事業者

等が供給する電気を使用してはならない。

（日時を定めてする使用制限）

第五条 経済産業大臣が指定する地域において一般電気事業者等が供給する電気を使用す

る者であって、一の需要設備についての契約電力の値が五十キロワット以上であるもの

は、経済産業大臣が指定する期間においては、経済産業大臣が一週につき二日を限度と

して指定する日数又は経済産業大臣が指定する日及び時間には、当該需要設備について

は、保安用その他の経済産業大臣が指定する用途以外の用途に当該一般電気事業者等が

供給する電気を使用してはならない。

２ 第一条第二項の規定は、前項の規定による制限に準用する。

（制限の緩和）

第六条 経済産業大臣は、保安上その他やむを得ない特別の事由により必要があると認め

るときは、経済産業大臣の定めるところにより、前五条の規定による制限を緩和するこ

とができる。

（賃貸事業者等の努力義務）

第七条 第一条第一項に規定する使用電力量の制限の対象となる者（同条第二項の経済産

業大臣が指定する需要設備以外の需要設備を有しないものを除く。次条において同じ。）

及び関係電気使用者は、当該需要設備の一部を賃貸している場合は、第一条第一項又は

第二条第一項の規定による電気の使用の制限が行われたときは、賃借している事業者（以

下この条において「賃借事業者」という。）に係る使用電力量及び使用電力の値の把握

並びに当該賃借事業者に対する当該情報の提供に努めなければならない。

２ 賃借事業者は、当該情報を活用しつつ、一般電気事業者等が供給する電気の使用の抑

制に努めなければならない。

（使用状況の報告）

第八条 第一条第一項に規定する使用電力量の制限の対象となる者及び関係電気使用者

は、同条第一項又は第二条第一項の規定による電気の使用の制限が行われたときは、経

済産業大臣が指定する期日までに、それぞれ様式第四又は様式第五（指定関係電気使用

者にあっては、様式第六）により、当該制限が行われた期間における電気の使用状況に

関する報告書にその写し二通を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。ただ

し、第三条第二項の規定による指定を他の関係電気使用者と共同で受けている場合には、

当該指定に係る特定指定期間等における電気の使用状況に関し、当該関係電気使用者と

共同して当該報告書を提出しなければならない。

（受電の届出及び勧告）

第九条 経済産業大臣が指定する地域において、一の需要設備の受電電力の容量が経済産

業大臣が指定する容量以上の受電電力の容量をもって一般電気事業者等から受電をしよ

うとする者又は現に一般電気事業者等から受電をしている者であって増加しようとする

受電電力の容量が当該指定する容量以上である者は、経済産業大臣が指定する期間にお
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いては、受電開始の三十日前までに、次に掲げる事項を経済産業大臣に届け出なければ

ならない。

一 受電電力の容量及び受電開始の日

二 需要設備の設置の場所

２ 経済産業大臣は、前項の届出があった場合において、当該受電が電気の供給の不足を

もたらし、公共の利益を阻害するおそれがあると認められるときは、その事態を克服す

るため必要な限度において、当該受電の開始前に限り受電をしようとする容量を削減す

べきことを勧告することができる。

３ 第一項の届出をしようとする者は、様式第七の届出書に様式第八の受電（増加）届出

に関する説明書を添えて提出しなければならない。

（公示等）

第十条 第三条第一項第五号、第四条から第六条まで及び前二条の規定による経済産業大

臣の指定は、その内容を官報に公示することによって行う。

２ 第一条及び第二条の規定による経済産業大臣の指定は、その内容を官報に公示し、関

係電気使用者に通知することによって行う。

３ 第三条第二項、第四項、第六項及び第七項の規定による経済産業大臣の指定又は指定

の取消しは、その内容を関係電気使用者に通知することによって行う。

（提出）

第十一条 電力共同抑制申請書、第三条第四項及び第五項の申請書、第八条の報告書並び

に第九条第三項の届出書及び説明書の提出については、当該申請書等が、電磁的記録（電

子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られ

る記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）で作成され

ている場合には、次に掲げる電磁的方法をもって行うことができる。ただし、電磁的方

法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるも

のでなければならない。

一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線

で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情

報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記

録されるもの

二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくこと

ができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法


